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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者の行先階に基づいて複数の号機の中から前記利用者にとって好適な号機を選出し
、前記選出された号機を応答させるエレベータシステムであって、
　前記各号機の動作を群管理制御する群管理制御装置と、
　前記各号機毎に設けられ、前記群管理制御装置からの指示にしたがって、対応する号機
の動作を制御する単体制御装置と、
　前記利用者の行先階を含んだ乗場呼びを登録する行先階登録装置と、
　前記行先階登録装置によって登録された乗場呼びに基づいて、前記好適な号機を選出し
、前記選出された号機を応答させるよう前記群管理制御装置に指示する割当かご制御装置
と
を具備し、
　前記割当かご制御装置は、
　前記対応する号機が前記登録された乗場呼びに現在の状況的に応答可能か否かを示す応
答可否情報を前記各単体制御装置から定期的に取得し、前記取得された応答可否情報に基
づいて、前記選出された号機が前記登録された乗場呼びに応答可能であるか否かを判断し
、応答可能であると判断した場合、当該号機を割当号機とした号機情報を前記行先階登録
装置に送信し、
　前記行先階登録装置は、
　前記割当かご制御装置から送信された号機情報によって示される割当号機を前記利用者
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に通知することを特徴とするエレベータシステム。
【請求項２】
　前記割当かご制御装置は、
　前記選出された号機が前記登録された乗場呼びに応答可能であるか否かを、当該号機に
対応する単体制御装置に確認することなく、当該号機を割当号機とした号機情報を前記行
先階登録装置に送信することを特徴とする請求項１に記載のエレベータシステム。
【請求項３】
　前記割当かご制御装置は、
　前記応答可否情報と共に、前記対応する号機の運転状態を示す状態情報を前記各単体制
御装置から定期的に取得し、前記行先階登録装置によって登録された乗場呼びに含まれる
前記利用者の行先階と、前記取得された状態情報とに基づいて、前記好適な号機を選出す
ることを特徴とする請求項１に記載のエレベータシステム。
【請求項４】
　前記行先階登録装置と、前記各号機が停車する乗場とは所定距離以上離れていることを
特徴とする請求項１に記載のエレベータシステム。
【請求項５】
　前記行先階登録装置は、
　セキュリティゲートであることを特徴とする請求項１に記載のエレベータシステム。
【請求項６】
　前記行先階登録装置は、
　前記利用者が所持するセキュリティカードから当該セキュリティカードに記録されたユ
ーザＩＤ及び行先階情報を読み取り、
　前記読み取ったユーザＩＤに基づいて、前記セキュリティカードの所持者が正規の利用
者であるか否かを判断し、
　前記セキュリティカードの所持者を正規の利用者であると判断した場合、前記読み取っ
た行先階情報によって示される行先階を含んだ前記乗場呼びを登録することを特徴とする
請求項５に記載のエレベータシステム。
【請求項７】
　前記割当かご制御装置は、
　前記号機情報を前記行先階登録装置に送信した直後に、前記各単体制御装置から定期的
に取得される応答可否情報により、前記送信した号機情報によって示される号機が前記乗
場呼びに応答できない旨が示された場合、乗場呼びの再登録を促す旨のメッセージ情報を
前記行先階登録装置に送信し、
　前記行先階登録装置は、
　前記号機情報に代えて前記割当かご制御装置から送信されたメッセージ情報を前記利用
者に通知することを特徴とする請求項１に記載のエレベータシステム。
【請求項８】
　複数の号機の動作を群管理制御する群管理制御装置と、前記各号機毎に設けられ、前記
群管理制御装置からの指示にしたがって、対応する号機の動作を制御する単体制御装置と
、利用者の操作に応じて登録される行先階を含んだ乗場呼びに基づいて、好適な号機を選
出し、前記選出された号機を応答させるよう前記群管理制御装置に指示する割当かご制御
装置とを含み、前記割当かご制御装置は、前記対応する号機が前記登録された乗場呼びに
現在の状況的に応答可能か否かを示す応答可否情報を前記各単体制御装置から定期的に取
得し、前記取得された応答可否情報に基づいて、前記選出された号機が前記登録された乗
場呼びに応答可能であるか否かを判断し、応答可能であると判断した場合、当該号機を割
当号機とした号機情報を送信するエレベータシステムに含まれる表示機器であって、
　前記利用者の操作に応じて前記乗場呼びを登録する登録手段と、
　前記割当かご制御装置から送信される号機情報によって示される割当号機を表示する表
示手段と
を具備することを特徴とする表示機器。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、エレベータシステム及び表示機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建物のセキュリティシステムとエレベータの群管理システムを連動させたシステムとし
て、セキュリティゲートと行先階登録装置とを連動させたシステムがある。近年、このシ
ステムはオフィスビル等の建物に導入されており、利用者が建物の基準階等に設置された
セキュリティゲートを通過する際に、利用者が携帯するセキュリティカードの情報を読み
取り、正規の利用者であると認証できた場合にゲートを開くと共に、利用者の行先階を自
動登録するシステムである。
【０００３】
　利用者の行先階を自動登録した際に、利用者の行先階に応答する号機が決定されると、
その号機の情報が、セキュリティゲート上に設けられたディスプレイに表示される。これ
により、利用者はゲートを通過するときに自身が乗車すべき号機を確認し、その号機の乗
場前で待つことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５２６０４８４号公報
【特許文献２】特許第５８８５９７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、利用者の行先階に応答する号機を決定するまでには所定の時間を要する
ため、利用者がゲートを通過し終えるまでに、ディスプレイに号機の情報を表示すること
ができないといった不都合が生じ得る。これに伴い、利用者はディスプレイに号機の情報
が表示されるまでゲート出口近辺で待つ必要があるので、ゲート出口近辺において利用者
が滞留してしまうといった別の不都合も生じ得る。
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、号機の情報をディスプレイに表示するまでにかかる
時間を短縮し得るエレベータシステム及び表示機器を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一実施形態に係るエレベータシステムは、利用者の行先階に基づいて複数の号機の中か
ら前記利用者にとって好適な号機を選出し、前記選出された号機を応答させるシステムで
ある。前記エレベータシステムは、前記各号機の動作を群管理制御する群管理制御装置と
、前記各号機毎に設けられ、前記群管理制御装置からの指示にしたがって、対応する号機
の動作を制御する単体制御装置と、前記利用者の行先階を含んだ乗場呼びを登録する行先
階登録装置と、前記行先階登録装置によって登録された乗場呼びに基づいて、前記好適な
号機を選出し、前記選出された号機を応答させるよう前記群管理制御装置に指示する割当
かご制御装置とを備える。前記割当かご制御装置は、前記対応する号機が前記登録された
乗場呼びに現在の状況的に応答可能か否かを示す応答可否情報を前記各単体制御装置から
定期的に取得し、前記取得された応答可否情報に基づいて、前記選出された号機が前記登
録された乗場呼びに応答可能であるか否かを判断し、応答可能であると判断した場合、当
該号機を割当号機とした号機情報を前記行先階登録装置に送信する。前記行先階登録装置
は、前記割当かご制御装置から送信された号機情報によって示される割当号機を前記利用
者に通知する。
【図面の簡単な説明】
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【０００８】
【図１】図１は、一実施形態に係るエレベータシステムの構成を示す概略構成図である。
【図２】図２は、同実施形態に係る利用者情報のデータ構造の一例を示す図である。
【図３】図３は、同実施形態に係る表示部の表示例を示す図である。
【図４】図４は、同実施形態に係るエレベータシステムの動作の一例を示すフローチャー
トである。
【図５】図５は、一般的なセキュリティゲートと行先階登録装置とを連動させたシステム
の動作の一例を示すシーケンス図である。
【図６】図６は、同実施形態に係るエレベータシステムの動作の一例を示すシーケンス図
である。
【図７】図７は、同実施形態に係るエレベータシステムの別の動作の一例を示すフローチ
ャートである。
【図８】図８は、同実施形態に係る表示部の別の表示例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して実施形態を説明する。　
　図１は、一実施形態に係るエレベータシステムの構成を示す概略構成図である。なお、
本実施形態では、セキュリティゲートと行先階登録装置とを連動させたシステムについて
説明する。つまり、セキュリティゲートが部外者の進入を阻止する他に、行先階登録装置
としても機能する場合を想定する。
【００１０】
　図１に示すセキュリティゲート１１はオフィスビル等の建物の基準階に設置される。基
準階とは、オフィスビルの場合、例えばロビー等、利用者の往来の多い階床を指す。なお
、図１では、セキュリティゲートを１台しか図示していないが、セキュリティゲートの台
数はこれに限定されず、セキュリティゲートは複数台並べて設置されても良い。セキュリ
ティゲート１１の出口側には、進入を阻止するための扉（ゲート）１２が開閉自在に取り
付けられている。セキュリティゲート１１の入口近辺には、利用者が所持するセキュリテ
ィカードＳＣの情報（以下、「利用者情報」と表記する）を読み取り、当該セキュリティ
カードＳＣの所持者が正規の利用者であるか否かを認証するための利用者認証部１３が設
けられている。なお、セキュリティカードＳＣから利用者情報を読み取る方式は、電磁誘
導方式等を筆頭に、任意の方式であって構わない。
【００１１】
　利用者情報とは、図２に示すように、セキュリティカードＳＣの持ち主である利用者を
識別するためのユーザＩＤと、当該利用者の行先階（目的階とも言う）を示す行先階情報
とを少なくとも含む情報である。例えば図２の利用者情報Ａ１によれば、ユーザＩＤが「
ｕｓｅｒ１」であり、当該ユーザＩＤ「ｕｓｅｒ１」によって識別される利用者の行先階
が「５階」であることが示される。なお、利用者情報は、上記したユーザＩＤや行先階情
報の他に、例えば利用者の属性、より詳しくは、利用者がどのような人物であるか（例え
ば、利用者の性別や年齢、車椅子利用者であるか否か等）を示す属性情報、等をさらに含
んでいても良い。
【００１２】
　利用者認証部１３は、セキュリティカードＳＣから利用者情報を読み取ると、当該利用
者情報に含まれるユーザＩＤが、セキュリティゲート１１内に設けられるユーザデータベ
ース（以下、「ユーザＤＢ」と表記する）１４内に予め登録されたユーザＩＤと一致する
か否かを判定して、正規の利用者であるか否かを認証する。例えば、読み取られた利用者
情報が図２の利用者情報Ａ１である場合、利用者認証部１３は、ユーザＩＤ「ｕｓｅｒ１
」がユーザＤＢ１４に登録されているか否かを判定して、正規の利用者であるか否かを認
証する。なお、ユーザＤＢ１４は、セキュリティゲート１１内でなく、セキュリティゲー
ト１１と通信可能な外部サーバ装置として、セキュリティゲート１１とは別に設けられて
も良い。
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【００１３】
　利用者認証部１３は、上記認証の結果、セキュリティカードＳＣの所持者が正規の利用
者であると認証できた場合、後述する割当かご制御装置５０に対して乗場呼びの登録を行
う。具体的には、利用者認証部１３は、読み取った利用者情報に含まれる行先階情報によ
って示される行先階を含んだ乗場呼びを登録する。より詳しくは、読み取った利用者情報
に含まれる行先階情報によって示される行先階に向かうエレベータをセキュリティゲート
１１の設置階に応答させる乗場呼びを登録する。
【００１４】
　セキュリティゲート１１の出口近辺には、液晶パネル等からなる表示部（ディスプレイ
）１５が設けられている。表示部１５には、利用者に割り当てられた号機（以下、「割当
号機」と表記する）を示す号機情報が少なくとも表示される。例えば図３の表示によれば
、利用者は「Ｘ号機」の乗場前にてエレベータを待てばいいことが分かる。なお、表示部
１５には、上記した号機情報の他に、例えば割当号機が停車する乗場への方向、等がさら
に表示されても良い。また、表示部１５は、セキュリティゲート１１の出口近辺に設けら
れるのであれば、セキュリティゲート１１とは別に設けられても良い（例えば、セキュリ
ティゲート１１の出口近辺の天井から吊り下げる等）。
【００１５】
　セキュリティゲート１１の先には、複数の号機の乗場２０が設けられている。なお、図
１の例では、Ａ～Ｃ号機の３台が併設されている場合を例示しているが、乗りかごの台数
はこれに限定されず、少なくとも２台の号機が併設されていれば良い。
【００１６】
　なお、本実施形態では、「エレベータ」のことを基本的には「乗りかご」と称し、複数
台の乗りかごについて述べる場合には「号機」と称するものとする。また、本実施形態で
は、セキュリティゲート１１から乗場２０までが、所定距離以上離れている場合を想定す
る。
【００１７】
　群管理制御装置３０は、各号機の運転を群管理制御するための装置である。群管理制御
装置３０には、各号機に対応したエレベータ制御装置（単体制御装置とも言う）４０Ａ，
４０Ｂ，４０Ｃがそれぞれ接続されている。すなわち、群管理制御装置３０は、これらエ
レベータ制御装置４０Ａ～４０Ｃの動作を制御し、各号機の運転を群管理制御する。例え
ば、群管理制御装置３０は、所定の号機に対応したエレベータ制御装置４０に対して所定
の乗場呼びに応答するよう指示する割当信号を出力する。
【００１８】
　各エレベータ制御装置４０Ａ～４０Ｃは、それぞれ個別に各号機の運転を制御する。具
体的には、乗りかごを昇降動作させるためのモータの制御やドアの開閉制御等を行う。ま
た、各エレベータ制御装置４０Ａ～４０Ｃは、対応する号機の運転状態（乗りかごの現在
位置、運転方向、戸開閉状態、異常の有無等）を示す状態情報と、群管理制御装置３０か
ら出力される割当信号に応答可能か否かを示す（換言すると、乗場呼びに応答可能か否か
を示す）応答可否情報とを、群管理制御装置３０及び割当かご制御装置５０に対して定期
的に（例えば、０．５秒毎、１秒毎等）送信する。
【００１９】
　割当かご制御装置５０は、各エレベータ制御装置４０Ａ～４０Ｃから状態情報及び応答
可否情報を定期的に取得し、これらを図示せぬ一時メモリに記録する。一時メモリに記録
される状態情報及び応答可否情報は、新たな状態情報及び応答可否情報が受信される度に
更新される。
【００２０】
　割当かご制御装置５０は、利用者認証部１３からの行先階を含んだ乗場呼びの登録に伴
い、図示せぬ一時メモリに記録された状態情報に基づいて、複数の号機の中から当該乗場
呼びに対して好適な号機を選出する。また、割当かご制御装置５０は、図示せぬ一時メモ
リに記録された応答可否情報に基づいて、選出した好適な号機が当該乗場呼びに応答可能
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であるか否かを判定する。さらに、割当かご制御装置５０は、選出した好適な号機に対応
したエレベータ制御装置４０に対して割当信号を出力するよう指示する割当指令を群管理
制御装置３０に出力する。例えば、選出した好適な号機がＡ号機である場合、割当かご制
御装置５０は、Ａ号機に対応したエレベータ制御装置４０Ａに対して割当信号を出力する
よう指示する割当指令を群管理制御装置３０に出力する。
【００２１】
　割当かご制御装置５０は、選出した好適な号機を割当号機とした号機情報をセキュリテ
ィゲート１１に送信する。なお、割当かご制御装置５０は、少なくとも直近に送信した号
機情報をログとして図示せぬ一時メモリに記録する。セキュリティゲート１１は、割当か
ご制御装置５０から送信された号機情報を受信すると、当該号機情報を表示部１５に表示
する。
【００２２】
　なお、割当かご制御装置５０は、好ましくはセキュリティゲート１１と同一階、つまり
、基準階に設置されると良い。但し、割当かご制御装置５０の設置場所はこれに限定され
ず、セキュリティゲート１１と通信可能な場所であれば任意の場所であって構わない。ま
た、割当かご制御装置５０が有する各種機能は、群管理制御装置３０が有していても良い
。
【００２３】
　ここで、本実施形態に係るエレベータシステムの動作を説明する前に、一般的なセキュ
リティゲートと行先階登録装置とを連動させたシステムについて簡単に説明する。
【００２４】
　一般的なセキュリティゲートと行先階登録装置とを連動させたシステムでは、まず、セ
キュリティゲート（行先階登録装置）により登録された呼びに対して、群管理制御装置は
、各号機の運転状態を考慮して、複数の号機の中から好適な号機を選出する。続いて、群
管理制御装置は、選出した好適な号機に対応したエレベータ制御装置に対して、登録され
た呼びに応答可能か否かを尋ねるアンサー要求を出力し、当該エレベータ制御装置から応
答可能な旨のアンサーバックを得られた場合に、当該号機を正式に割当号機とする。その
後、群管理制御装置は、利用者に対して乗車すべき号機を通知するために、割当号機を示
す号機情報をセキュリティゲートに送信する。
【００２５】
　この場合、複数の号機の中から好適な号機を選出したにも関わらず、その後、登録され
た呼びに応答可能か否かを尋ねるアンサー要求を出力し、応答可能な旨のアンサーバック
が得られてから割当号機を確定させるため、割当号機を示す号機情報をセキュリティゲー
トに送信するまでに時間がかかってしまうという不都合が生じ得る。これによれば、セキ
ュリティゲートに設けられる表示部に割当号機が表示されるまでに時間がかかるので、利
用者がセキュリティゲートの出口近辺で滞留してしまうという不都合も生じ得る。
【００２６】
　このため、本実施形態に係るエレベータシステムでは、定期的に取得される状態情報及
び応答可否情報を用いて好適な号機を選出すると共に登録された呼びへの応答可否を判定
し、割当号機をいち早く確定させる構成としている。以下、図４のフローチャートを参照
して、本実施形態に係るエレベータシステムの動作の一例について説明する。
【００２７】
　図４は、一実施形態に係るエレベータシステムの動作の一例を示すフローチャートであ
る。但し、利用者が所持するセキュリティカードＳＣには、ユーザＩＤ及び行先階情報を
含む利用者情報が予め記録され、ユーザＤＢ１４には、正規の利用者のユーザＩＤが予め
登録され、割当かご制御装置５０内の図示せぬ一時メモリには、各エレベータ制御装置４
０Ａ～４０Ｃから定期的に取得される状態情報及び応答可否情報が記録されているものと
する。
【００２８】
　まず、セキュリティゲート１１に設けられる利用者認証部１３にセキュリティカードＳ
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Ｃがかざされると、利用者認証部１３は、当該セキュリティカードＳＣに予め記録されて
いる利用者情報を読み取る（ステップＳ１）。
【００２９】
　続いて、利用者認証部１３は、読み取った利用者情報に含まれるユーザＩＤが、ユーザ
ＤＢ１４に予め登録されている多数のユーザＩＤのいずれかと一致するか否かを判定する
（ステップＳ２）。この判定の結果、利用者情報に含まれるユーザＩＤがユーザＤＢ１４
に登録されているいずれのユーザＩＤとも一致しない場合（ステップＳ２のＮＯ）、利用
者認証部１３は、当該セキュリティカードＳＣの所持者は正規の利用者でないと判断し、
セキュリティゲート１１の扉１２を閉じたまま、セキュリティカードＳＣを再度かざすよ
う促す旨のメッセージを表示部１５に表示して（ステップＳ３）、ここでの処理を終了さ
せる。
【００３０】
　一方、利用者情報に含まれるユーザＩＤがユーザＤＢ１４に登録されているユーザＩＤ
と一致する場合（ステップＳ２のＹＥＳ）、利用者認証部１３は、当該セキュリティカー
ドＳＣの所持者は正規の利用者であると判断し、セキュリティゲート１１の扉１２を開く
と共に（ステップＳ４）、読み取った利用者情報に含まれる行先階情報によって示される
行先階を含んだ乗場呼びを登録する（ステップＳ５）。
【００３１】
　割当かご制御装置５０は、上記乗場呼びの登録が行われると、図示せぬ一時メモリに記
録された状態情報に基づいて、複数の号機の中から好適な号機を選出すると共に（ステッ
プＳ６）、図示せぬ一時メモリに記録された応答可否情報に基づいて、当該選出した好適
な号機が当該乗場呼びに応答可能か否かを判定する（ステップＳ７）。なお、この判定の
結果、選出した好適な号機が乗場呼びに応答できない場合（ステップＳ７のＮＯ）、上記
したステップＳ６の処理に戻り、割当かご制御装置５０は、別の好適な号機を再度選出し
直す。
【００３２】
　一方、上記判定の結果、選出した好適な号機が乗場呼びに応答可能である場合（ステッ
プＳ７のＹＥＳ）、割当かご制御装置５０は、当該選出した好適な号機を割当号機とした
号機情報をセキュリティゲート１１に送信する（ステップＳ８）。この時、割当かご制御
装置５０は、セキュリティゲート１１に送信した号機情報をログとして図示せぬ一時メモ
リに記録する。
【００３３】
　セキュリティゲート１１は、割当かご制御装置５０から送信された号機情報を受信する
と、当該号機情報を表示部１５に表示する（ステップＳ９）。
【００３４】
　号機情報の送信と並行して、割当かご制御装置５０は、選出した好適な号機に対応した
エレベータ制御装置４０に対して割当信号を出力するよう指示する割当指令を群管理制御
装置３０に出力する（ステップＳ１０）。
【００３５】
　群管理制御装置３０は、割当かご制御装置５０から出力された割当指令を受けると、好
適な号機に対応したエレベータ制御装置４０に対して割当信号を出力する（ステップＳ１
１）。しかる後、エレベータ制御装置４０は、群管理制御装置３０から出力された割当信
号を受けると、登録された乗場呼びに対して乗りかごを応答させ（ステップＳ１２）、こ
こでの処理を終了させる。
【００３６】
　以上説明した図４の動作によれば、割当かご制御装置５０は、定期的に取得される状態
情報及び応答可否情報を用いて好適な号機を選出すると共に、登録された乗場呼びへの応
答可否を判定し、割当号機をいち早く確定させ、号機情報をセキュリティゲート１１に送
信することができるので、上記した不都合を解消することができる。
【００３７】
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　ここで、図５及び図６を参照して、一般的なセキュリティゲートと行先階登録装置とを
連動させたシステムと、本実施形態に係るエレベータシステムとの違いについて補足的に
説明する。図５は、一般的なセキュリティゲートと行先階登録装置とを連動させたシステ
ムにおいて、乗場呼びの登録がなされてから号機情報が表示されるまでの動作の一例を示
すシーケンス図であり、図６は、本実施形態に係るエレベータシステムにおいて、乗場呼
びの登録がなされてから号機情報が表示されるまでの動作の一例を示すシーケンス図であ
る。
【００３８】
　上述において簡単に説明したように、一般的なシステムでは、図５に示すように、群管
理制御装置は好適な号機を選出した後に、エレベータ制御装置と通信して、アンサー要求
を出力し、エレベータ制御装置からのアンサーバックが得られてから割当号機を確定させ
る。
【００３９】
　一方、本実施形態に係るエレベータシステムでは、図６に示すように、割当かご制御装
置５０は好適な号機を選出した後に、エレベータ制御装置４０と通信することなく、割当
号機を確定させることができる。つまり、このエレベータシステムによれば、一般的なシ
ステムでは必要とされたアンサー要求及びアンサーバックの処理を省略することができる
上に、エレベータ制御装置４０と通信する必要がないため、一般的なシステムに比べて、
割当号機をいち早く確定させることができる。
【００４０】
　一方で、図示せぬ一時メモリに記録されている応答可否情報が最新の応答可否情報とは
限らないので（例えば、０．５秒毎に応答可否情報が取得される場合、応答可否の判定時
には０．５秒前の応答可否情報が用いられ、現在とは状況が違う可能性があるので）、エ
レベータの運行効率は、一般的なシステムに比べて若干低下する可能性はあるものの、セ
キュリティゲート１１の出口近辺における利用者の滞留を低減させることができるという
大きな利点を得ることができる。
【００４１】
　次に、図７のフローチャートを参照して、号機情報をセキュリティゲート１１に送信し
た直後（例えば、０．５秒後）に、各エレベータ制御装置４０Ａ～４０Ｃから定期的に取
得される状態情報及び応答可否情報により、所定の号機に異常が発生し、当該所定の号機
が乗場呼びに応答できないことが分かった場合のエレベータシステムの動作について説明
する。
【００４２】
　図７は、一実施形態に係るエレベータシステムの別の動作の一例を示すフローチャート
である。　
　割当かご制御装置５０は、各エレベータ制御装置４０Ａ～４０Ｃから状態情報及び応答
可否情報を定期的に取得する。この時、取得された状態情報及び応答可否情報によって所
定の号機に異常が発生し、乗場呼びに応答できない旨が示される場合、割当かご制御装置
５０は、図示せぬ一時メモリにログとして記録され、セキュリティゲート１１に直近に送
信した号機情報により示される割当号機が乗場呼びに応答できない号機であるか否かを確
認する（ステップＳ２１）。
【００４３】
　上記確認の結果、割当号機が乗場呼びに応答できない号機でないことが確認された場合
（ステップＳ２１のＮＯ）、ここでの処理を終了させる。
【００４４】
　一方、上記確認の結果、割当号機が乗場呼びに応答できない号機であることが確認され
た場合（ステップＳ２１のＹＥＳ）、割当かご制御装置５０は、セキュリティカードＳＣ
を利用者認証部１３に再度かざすよう促す旨のメッセージ情報をセキュリティゲート１１
に送信する（ステップＳ２２）。セキュリティゲート１１は、割当かご制御装置５０から
送信されたメッセージ情報を受信すると、図８に示すように、表示部１５に現在表示され
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閉め（ステップＳ２３）、ここでの処理を終了させる。
【００４５】
　以上説明した図７の動作によれば、割当号機を確定させた直後に、当該割当号機に異常
が発生したとしても、セキュリティカードＳＣを再度かざし、再度乗場呼びを登録するよ
う促す旨のメッセージ情報を号機情報に代えて表示部１５に表示することができるので、
利用者が乗場呼びに応答できない号機にそのまま間違って向かう可能性を低減させること
ができる。
【００４６】
　なお、上記したステップＳ２１の処理の直後に、号機情報をセキュリティゲート１１に
送信してからの経過時間が所定時間を超えているか否かを判定するステップをさらに追加
しても良い。このステップが追加されることにより、利用者が間違った号機情報を確認し
て、セキュリティゲート１１を既に通過してしまっているか否かを判定することができ、
ひいては、次の利用者に対して上記メッセージ情報が誤って表示されてしまう可能性を低
減させることができる。
【００４７】
　以上説明した一実施形態によれば、号機の情報をディスプレイ（表示部１５）に表示す
るまでにかかる時間を短縮することができる。
【００４８】
　なお、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は
、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、
種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の
範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含
まれる。
【符号の説明】
【００４９】
　１１…セキュリティゲート、１２…扉、１３…利用者認証部、１４…ユーザデータベー
ス、１５…表示部、２０…乗場、３０…群管理制御装置、４０，４０Ａ，４０Ｂ，４０Ｃ
…エレベータ制御装置、５０…割当かご制御装置、ＳＣ…セキュリティカード。
【要約】
【課題】　号機の情報をディスプレイに表示するまでにかかる時間を短縮すること。
【解決手段】　実施形態に係るエレベータシステムは、利用者の行先階を含んだ乗場呼び
を登録する行先階登録装置と、行先階登録装置によって登録された乗場呼びに基づいて、
好適な号機を選出し、選出された号機を応答させるよう群管理制御装置に指示する割当か
ご制御装置とを備えている。割当かご制御装置は、対応する号機が登録された乗場呼びに
応答可能か否かを示す応答可否情報を各単体制御装置から定期的に取得し、取得された応
答可否情報に基づいて、選出された号機が登録された乗場呼びに応答可能であるか否かを
判断し、応答可能であると判断した場合、当該号機を割当号機とした号機情報を行先階登
録装置に送信する。行先階登録装置は、割当かご制御装置から送信された号機情報によっ
て示される割当号機を利用者に通知する。
【選択図】　　　図１
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